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都道府県労働局 

労働基準部健康主務課長 殿 

 
厚生労働省労働基準局安全衛生部 

化学物質対策課長 

（ 契 印 省 略 ）  

 

 
労働安全衛生法に基づく新規化学物質の届出等の手続の簡素化について 

 
標記について別添のとおり関係事業者団体あて通知したので了知されたい。 

なお、別添の記の２（２）イのとおり、昭和 61 年８月 27 日付け労働省労働

基準局安全衛生部化学物質調査課長事務連絡「高分子化合物に係る名称等の報

告について」を廃止したので留意されたい。 

 

 


